黒松内町研究者受入住宅の管理運営に関する要綱 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　平成２２年７月１日制定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(目的及び設置)
第１条　この要綱は、黒松内町内の自然などを調査研究する者等に対し、宿泊施設を提供するため黒松内町研究者受入住宅(以下「研究者住宅」という。)を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定めるとともに、大学及び研究所、団体など他の機関とのネットワークの構築を図り、併せて、本町の自然分野に係る調査研究の促進を図ることを目的とする。
(管理と運営)
第２条　研究者住宅は、黒松内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
(名称及び位置)
第３条　研究者住宅の名称及び位置は次のとおりとする。
	名称
	位置

	研究者住宅（豊幌）
	黒松内町字豊幌４２５番地５

	研究者住宅（大成）
	黒松内町字大成３７番地


(使用の許可)
第４条　研究者住宅を使用しようとするものは、あらかじめ別記第１号様式の使用申請書により黒松内町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の許可を受けなければならない。
２  教育長は、前項の規定により使用を許可したときは、別記第１号様式の使用許可書を交付する。
(使用の停止又は取消)
第５条　教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
　(１)研究者住宅を使用する者(以下「使用者」という。)が目的外に使用したとき。
　(２)使用者が使用条件に違反したとき。
　(３)管理上不適当と認めたとき。
(管理協力金)
第６条　使用の許可を受けたものは、次項に定める黒松内町研究者受入住宅管理協力金(以下「管理協力金」という。)を納入しなければならない。
	１名利用
	２名以上で利用

	800円/日
	1,000円/日


(管理協力金の減免)
第７条　研究者住宅の使用に関し、教育長が特に認めた場合は、管理協力金を減免することができる。
２　前項の規定により管理協力金の減免を受けようとするものは、使用申請書と同時に別記第２号様式により、管理協力金減免申請書を提出しなければならない。
３  教育長は、前項の規定により減免を許可したときは、別記第２号様式の減免許可書を交付する。　
(使用者の義務)
第８条　使用者は、必要な注意を払い、使用場所及び使用備品などを良好な状態に維持しなければならない。
２　使用者は、その使用が終わったときは、直ちに使用場所を現状に復さなければならない。
３　使用者は使用の権利を第３者に譲渡し、又は転貸してはならない
４　使用者がその使用にあたり、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
５　使用者は、調査研究の結果は論文、研究紀要などにより、教育委員会に提出することを原則とする。
(使用者に対する指示)
第９条　教育長は、研究者住宅の設備器具について管理上必要があるときは、使用者及びその他の関係者に対し必要な指示を行うことができる。
(賠償責任)
第１０条　使用者は、施設又は備品等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第１１条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
平成２７年４月１日　一部改訂
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　８年４月１日　一部改訂
別記第１号様式(第３条関係)
黒松内町研究者受入住宅使用申請書
１．研究目的　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
２　使用物件　　　豊幌地区　・大成地区　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３．使用期間　　　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日
４．使用者　　　使用代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　

使用者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　

　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　

　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　

　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
５．使用条件
　(1)　使用者は、必要な注意をはらい、使用場所及び使用備品などを良好な状態に維持すること。
　(2)　使用者は、その使用が終わったとき、直ちに使用場所を現状に復すこと。
　(3)　全各号の義務を履行しないときは、黒松内町教育委員会教育長がこれを代行し、その費用を使用者
から徴収する。
　(4)　使用者がその使用に当たり、特別の設備を設け又は特殊物品を搬入しようとするときは、あらかじめ黒松内町教育委員会教育長の許可を受けること。
　(5)　使用者は、研究調査の結果等を論文、研究紀要などにより、黒松内町教育委員会に提出すること。
　(6)　その他、黒松内町教育委員会教育長の指示を受け使用すること。
　
    上記のとおり黒松内町研究者受入住宅の使用を申請いたします。
　　　令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　　所　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　使用団体名　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　使用者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　　　話　　　　　　（　　　　）　　　　　　

黒松内町研究者受入住宅使用許可書
    上記のとおり黒松内町研究者受入住宅の使用を許可する。
　                                         　　　　             　　　令和　　年　　月　　日
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黒松内町教育委員会教育長 　 鈴　木　　浩　勝   　印
別記第２号様式(第６条関係)
　
黒松内町研究者受入住宅管理協力金減免申請書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日
　
　黒松内町教育委員会教育長 　 鈴　木　　浩　勝　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　　所　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　使用団体名　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　使用者氏名　　　　　　　　　　印
　
　　黒松内町研究者受入住宅の管理協力金について、次により減免されるよう申請します。
１．減免を受けようとする理由
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２．使用期間　　　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

黒松内町研究者受入住宅管理協力金減免許可書
    上記のとおり黒松内町研究者受入住宅の管理協力金を減免する。
　                                                      　　　令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黒松内町教育委員会教育長 　 鈴　木　　浩　勝   　印
